
津野町若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、町内に自らが定住する目的で住宅を新築若しくは増築し、又は新築

住宅を購入した者に対し、津野町補助金交付規則（平成１７年規則第３６号）に基づき、

予算の範囲内で奨励金を交付することにより、本町への定住促進及び子育て世代の支援、

そして地域経済の活性化を図り、もって活気にあふれた地域社会を築くことを目的とす

る。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこりに

よる。

（１）新築住宅：自己の居住の用に供するために町内に新たに建築された一戸建て住宅又

は併用住宅であって、その建設工事の完了の日から起算して１年以内のものをいう。

（２）増築住宅：複数世代での同居を目的とした居室を建築するもので、増築面積が３０

㎡以上８０㎡未満のものをいう。

（３）大規模増築住宅：複数世代での同居を目的とした居室を建築するもので、増築面積

が８０㎡以上あり、増築部分に浴室、トイレ、台所のうちいずれか二つを有するものを

いう。

（４）中古住宅：住宅建築工事完了の日から起算して１年を超えている住宅、又は既に人

が居住していた住宅をいう。

（５）居住用面積：居間、寝室、台所その他の専ら居住の用に供する部分の面積をいう。

（６）住宅を取得した日：登記事項証明書に記載された原因及びその日付の年月日とする。

（交付対象者）

第３条 奨励金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は次の各号に掲げる

事項に該当する者とする。

（１）町内に新築住宅を取得若しくは増築した者、又は、町内の中古住宅を購入した者

（２）奨励金交付申請時に町内に住所を有している者

（３）世帯員全員に町税等の滞納がない者

（４）居住開始の日から１０年以上継続して対象住宅に住所を有し、居住する意思がある

者

（５）奨励金交付申請時に、満４５歳以下の者

（６）過去に奨励金の支給を受けていない者

（７）新築住宅及び大規模増築住宅においては、家屋の登記が共有名義の場合は、申請者

の持分が１０分の１以上かつ、契約金額に持分を乗じた金額が２００万円を超える者



（対象住宅）

第４条 奨励金の交付の対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、次の各号に掲げ

る事項に該当するものとする。

（１）新築住宅、中古住宅にあっては、登記簿に表示された床面積のうち居住用面積が

７０平方メートル以上であり、独立して居住できる居室、玄関、台所、浴室、トイレの

設備を有すること。

（２）増築住宅にあっては、登記簿に表示された床面積のうち増築する居住用面積が３０

平方メートル以上であること。

（３）大規模増築住宅にあっては、複数世代が居住するために増築する住宅で、登記簿に

表示された床面積のうち増築する居住用面積が８０平方メートル以上で浴室、トイレ、

台所のうちいずれか二つを有するもの。

（奨励金の額）

第５条 奨励金の額は、次のとおりとする。

（１）新築住宅にあっては、１００万円とする。

（２）増築住宅にあっては、 ３０万円とする。

（３）大規模増築住宅にあっては、１００万円とする。

（４）中古住宅にあっては、物件購入費の５０％以内、かつ、上限５０万円とする。

（奨励金対象住宅認定申請）

第６条 交付対象者は、奨励金の交付に係る新築住宅等について、あらかじめ奨励金対象

住宅として認定を受けなければならない。

２ 交付対象者は、前項の認定を受けようとするときは、対象新築住宅に係る工事請負契

約又は売買契約の締結の日から２箇月以内に津野町若者定住促進住宅取得奨励金対象住

宅認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

（１）交付対象者及び同居を予定している者の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項

証明書

（２）工事請負契約書又は売買契約書の写し

（３）居住用面積が明らかになる図面及び計算書

（４）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

３ 前項による申請は、転入届出以前においても、行うことができるものとする。

（奨励金対象住宅の認定）

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

るときは津野町若者定住促進住宅取得奨励金対象住宅認定通知書（様式第２号）により、

認定できないときは、津野町若者定住促進住宅取得奨励金対象住宅不認定通知書（様式

第３号）により、当該申請を行った者に通知するものとする。



（奨励金の交付申請）

第８条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は住宅の建設又は取

得が完了した日から２箇月以内又は補助事業の実施年度の３月３１日のいずれか早い期

日までに、津野町若者定住促進住宅取得奨励金交付申請書（様式第４号）に、次に掲げ

る書類を添えて町長に提出しなければならない。

（１）対象住宅に係る請負契約書又は売買契約書の写し

（２）対象住宅の登記事項証明書

（３）居住用面積が明らかになる図面及び計算書

（４）町税等納付状況調査同意書（様式第５号）

（５）住民票の写し（認定申請時から変更があった場合に限る）

（６）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

（奨励金の交付決定）

第９条 町長は、奨励金の交付申請があったときは、当該書類に係る書類等の審査を行い、

適当と認めるときは津野町若者定住促進住宅取得奨励金交付決定通知書（様式第６号）

により、奨励金を交付しないときは津野町若者定住促進住宅取得奨励金不交付決定通知

書（様式第７号）により、当該申請者に通知するものとする。

（補助金の実績報告）

第 10条 奨励金の実績報告については、第８条の規定による奨励金の交付の申請をもって

代えるものとする。

（奨励金の交付請求）

第 11条 前条の規定による決定を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、

津野町若者定住促進住宅取得奨励金交付請求書（様式第８号）により町長に請求しなけ

ればならない。

（交付決定の取消し等及び返還）

第 12条 町長は、第９条の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当

するときは、同条の規定による交付の決定を取り消し、すでに奨励金を交付した場合に

あっては、当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、町長がやむ

を得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。

（１）この要綱の規定に違反したとき

（２）不正の手段により奨励金の交付を受けたとき

（３）奨励金の交付を受けた住宅を交付を受けた日から１０年以内に取り壊し、譲渡、貸

し付け、交換したとき

（４）申請者及びその世帯員の全部が転出又は転居したとき

（５）前各号に掲げるもののほか、町長が奨励金の交付を不適当と認めるとき



２ 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、津野町若者定住促進住

宅取得奨励金交付決定取消通知書（様式第９号）により、当該交付の決定を取り消し

た者に通知するものとする。

３ 町長は、第１項の規定により償還金を返還させようとするときは、津野町若者定住

促進住宅取得奨励金交付金返還通知書（様式第１０号）により、当該交付金を返還す

べき者に通知し、補助金の交付を受けた日以降の経過年数により別表２に定める金額

の返還を命ずることができるものとする。

４ 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに奨励金を町長に返還

しなければならない。

（現況調査）

第 13条 町長は、奨励金を交付した者が対象住宅に居住していることを確認するため、毎

年５月３１日までに奨励金交付後１０年を経過しない奨励金交付者を対象に津野町若者

定住促進住宅取得奨励金居住現況届（様式第１１号）により現況調査を行うものとする。

２ 町は奨励金交付者から報告のあった調査項目に疑義のある場合は、対象住宅の訪問

及び交付者との面談を行い実態の確認を行うものとする。

第 14条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は町長が別に定め

る。

附 則

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この要綱第６条第２項の規定については、平成２３年度に限り施行日現在において建

築中のものについて、その効力を有するものとする。

附 則（第３条及び第１２条）

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の津野町若者定住促進住宅取得奨励

金交付要綱によりなされた手続きその他の行為は、この要綱による改正後の津野町若者

定住促進住宅取得奨励金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。



（経過措置）

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の津野町若者定住促進住宅取得奨励

金交付要綱によりなされた手続きその他の行為は、この要綱による改正後の津野町若者

定住促進住宅取得奨励金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の津野町若者定住促進住宅取得奨励

金交付要綱によりなされた手続きその他の行為は、この要綱による改正後の津野町若者

定住促進住宅取得奨励金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

（施行期日）

１ この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の津野町若者定住促進住宅取得奨励

金交付要綱によりなされた手続きその他の行為は、この要綱による改正後の津野町若者

定住促進住宅取得奨励金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。



別表（第１２条関係）

経過年数 返済額

１年未満 補助金の全額

１年以上２年未満 補助金の９０％

２年以上３年未満 補助金の８０％

３年以上４年未満 補助金の７０％

４年以上５年未満 補助金の６０％

５年以上６年未満 補助金の５０％

６年以上７年未満 補助金の４０％

７年以上８年未満 補助金の３０％

８年以上９年未満 補助金の２０％

９年以上１０年未満 補助金の１０％

１０年以上 返還なし


